
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
広
陵
町

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
意
見
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

（
仮
称
）
ス
ー
パ
ー
エ
バ
グ
リ
ー
ン
広
陵
店

所
在
地

北
葛
城
郡
広
陵
町
大
字
平
尾
七
一
二
番
一
ほ
か

二

広
陵
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

危
機
管
理
課

犯
罪
の
抑
止
及
び
事
件
事
故
事
案
の
早
期
解
決
を
図
る
た
め
、
駐
車
場
へ
防
犯
カ
メ
ラ
の
設

(1)
置
を
要
望
し
ま
す
。

店
舗
用
主
要
箇
所
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
を
要
望
し
ま
す
。
な
お
、
設
置
の
際
は
来
店
者
に
分
か

(2)
り
や
す
い
よ
う
案
内
板
等
を
施
し
て
く
だ
さ
い
。

広
陵
町
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
、
新
築
建
物
に
対
し
感
電
ブ
レ
ー
カ
ー
の
設
置
を
推
奨
し

(3)
て
い
ま
す
。

災
害
時
に
お
け
る
、
生
活
物
資
の
確
保
及
び
供
給
に
ご
協
力
い
た
だ
く
た
め
、
防
災
協
定
の

(4)
締
結
に
つ
い
て
、
ご
協
議
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

開
店
後
、
警
備
員
を
配
置
し
、
交
通
事
故
が
な
い
よ
う
ご
配
慮
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

(5)

そ
の
他
、
工
事
期
間
中
、
交
通
事
故
の
な
い
よ
う
ご
配
慮
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

(6)
２

学
校
教
育
課

開
発
地
付
近
は
、
広
陵
西
小
学
校
及
び
広
陵
中
学
校
の
通
学
路
と
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
付

近
か
ら
登
校
し
て
い
る
生
徒
・
児
童
が
い
る
た
め
、
工
事
の
施
工
時
期
や
内
容
に
つ
い
て
は
特
段

の
注
意
を
お
願
い
し
ま
す
。

３

生
活
環
境
課

工
事
期
間
中
の
騒
音
及
び
振
動
に
つ
い
て
は
、
周
辺
に
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
十
分
留
意
願

(1)
い
ま
す
。

エ
ア
コ
ン
等
室
外
機
の
設
置
に
つ
い
て
、
近
隣
住
民
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
配
意
願
い
ま

(2)
す
。所

属
地
域
の
清
掃
活
動
な
ど
諸
活
動
等
に
協
力
願
え
る
よ
う
周
知
願
い
ま
す
。

(3)

太
陽
光
発
電
の
導
入
等
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
も
ご
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

(4)



違
法
広
告
は
、
絶
対
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

(5)
４

地
域
振
興
課

周
辺
農
地
所
有
者
に
事
業
内
容
等
計
画
を
事
前
に
周
知
し
、
農
業
用
排
水
路
の
確
認
を
し
て

(1)
く
だ
さ
い
。

周
辺
農
地
に
影
響
が
な
い
よ
う
に
配
慮
願
い
ま
す
。

(2)
５

上
下
水
道
部
施
設
整
備
課

工
事
は
広
陵
町
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
で
施
工
し
て
く
だ
さ
い
。

(1)

給
水
分
担
金
及
び
施
設
分
担
金
（
口
径
変
更
分
の
差
額
）
が
必
要
で
す
。
施
設
分
担
金
は
前

(2)
納
し
て
く
だ
さ
い
。

不
要
と
な
る
既
設
の
引
き
込
み
管
等
を
撤
去
し
て
く
だ
さ
い
。

(3)

宅
地
内
公
共
桝
の
蓋
は
、
広
陵
町
指
定
の
鉄
蓋
と
し
て
く
だ
さ
い
。

(4)

公
共
桝
の
深
さ
は
一
、
〇
〇
〇
㎜
以
上
で
、
宅
内
排
水
管
の
勾
配
を
二
％
確
保
で
き
る
よ
う

(5)
に
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
十
分
な
阻
集
設
備
を
設
け
て
く
だ
さ
い
。

(6)

別
紙
注
意
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
事
前
に
連
絡
い
た
だ
き
、
設
計
者
及
び
施
工
業
者

(7)
同
席
の
う
え
、
上
下
水
道
部
施
設
整
備
課
と
協
議
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
協
議
が
終
わ
る
ま

で
着
工
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

工
事
に
当
た
っ
て
、
障
害
と
な
る
構
造
物
（
埋
設
管
含
む
。
）
等
は
、
事
業
主
に
お
い
て
解

(8)
決
し
て
く
だ
さ
い
。

埋
め
戻
し
に
係
る
流
用
土
の
使
用
は
禁
止
し
ま
す
。

(9)

土
日
祝
日
の
工
事
は
控
え
て
く
だ
さ
い
。

(10)
６

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
広
陵

ご
み
の
分
別
を
徹
底
し
、
ご
み
減
量
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

(1)

事
業
系
一
般
廃
棄
物
は
直
接
搬
入
（
有
料
に
て
受
け
付
け
ま
す
。
）
又
は
、
一
般
廃
棄
物
収

(2)
集
運
搬
業
の
広
陵
町
許
可
業
者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
産
業
廃
棄
物
許
可
業
者
に
委
託
し
、
適
正
に
処
理
し
て
く
だ
さ

(3)
い
。

７

広
陵
消
防
署

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
開
発
行
為
に
伴
う
消
防
水
利
施
設
等
協
議
規
程
に
よ
り
「
５
０
０
０
㎡

以
上
の
開
発
の
場
合
は
、
水
道
本
管
は
原
則
と
し
て
口
径
１
５
０
㎜
以
上
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す



が
、
有
効
範
囲
内
の
開
発
で
あ
る
た
め
、
新
た
な
消
防
水
利
施
設
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

８

都
市
整
備
課

地
元
及
び
隣
接
住
民
へ
、
事
業
の
内
容
を
事
前
に
周
知
し
、
安
全
対
策
と
周
辺
清
掃
に
は
十

(1)
分
配
慮
願
い
ま
す
。
ま
た
、
開
発
造
成
工
事
時
及
び
建
築
工
事
時
に
お
け
る
近
隣
住
民
か
ら
の

苦
情
等
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
に
お
い
て
対
応
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

工
事
期
間
中
、
安
全
対
策
と
周
辺
清
掃
に
は
十
分
配
慮
願
い
ま
す
。

(2)

側
溝
泥
溜
め
の
清
掃
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
で
行
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
ま

(3)
た
、
地
域
清
掃
の
時
は
協
力
し
合
う
よ
う
周
知
願
い
ま
す
。

既
存
道
路
等
公
共
物
に
お
け
る
掘
削
占
用
及
び
工
事
施
工
を
行
う
場
合
は
、
本
課
に
申
請
を

(4)
し
、
許
可
を
受
け
る
こ
と
。
ま
た
、
道
路
掘
削
工
事
箇
所
の
舗
装
復
旧
に
つ
い
て
は
、
前
面
全

幅
舗
装
と
し
て
く
だ
さ
い
。

既
存
道
路
構
造
物
及
び
公
共
施
設
に
損
傷
を
与
え
た
場
合
は
、
原
形
に
復
旧
し
て
く
だ
さ
い
。

(5)

電
柱
等
地
上
占
用
施
設
は
道
路
敷
地
外
（
後
退
部
分
含
む
。
）
に
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

(6)

開
発
地
か
ら
出
て
く
る
車
両
等
に
つ
い
て
、
必
ず
開
発
地
内
で
泥
等
を
落
と
し
て
く
だ
さ
い
。

(7)

ま
た
、
運
搬
路
の
路
面
状
態
を
常
に
監
視
し
、
必
要
に
応
じ
て
路
面
清
掃
等
を
実
施
し
て
く

だ
さ
い
。

土
日
祝
日
に
つ
い
て
は
、
工
事
の
自
粛
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
工
程
上
や
む
を
得
な
い

(8)
場
合
は
、
地
元
及
び
近
隣
住
民
へ
周
知
し
、
了
解
を
得
る
よ
う
配
慮
願
い
ま
す
。

開
発
工
事
の
着
工
予
定
日
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
、
事
前
に
そ
の
旨
、
地
元
区
長
及
び
近
隣
住

(9)
民
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。
開
発
検
査
終
了
後
の
隠
れ
た
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
町

と
協
議
し
、
協
力
し
て
く
だ
さ
い
。

本
通
知
に
対
す
る
図
面
等
の
提
出
に
よ
り
、
意
見
が
追
加
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

(10)

本
意
見
書
に
て
計
画
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
差
し
替
え
前
に
変
更
内
容
を
反
映
し
た
図
書

(11)
図
面
を
回
答
書
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

開
発
地
東
側
に
計
画
の
出
入
口
に
つ
い
て
、
自
動
車
が
通
り
抜
け
等
し
な
い
よ
う
に
車
止
め

(12)
の
設
置
を
お
願
い
し
ま
す
。

店
舗
等
の
外
観
の
色
彩
に
つ
い
て
、
原
色
の
使
用
を
控
え
、
周
辺
の
眺
望
・
景
観
と
調
和
す

(13)
る
よ
う
な
色
彩
と
な
る
よ
う
配
慮
願
い
ま
す
。
ま
た
、
本
通
知
に
対
す
る
回
答
書
提
出
時
に
建

物
の
色
彩
が
分
か
る
図
書
を
添
付
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

三

縦
覧
場
所



奈
良
県
産
業
・
雇
用
振
興
部
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
五
日
か
ら
同
年
五
月
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の

祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
祝
日
を
除
き
ま
す
。

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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